
コロナ感染症の疑いのある船員が乗船する船舶に対しての対応事例

2021年6月7日時点

番号 船種 内航/外航 概　　要 寄港期間
体調不良者

情報
下船希望 検疫 PCR検査 対応状況 備　　　考

1 LNGタンカー船 外航

・A国出港後、船員の家族の陽性が判明したため、当該船員は

濃厚接触者となったが、当該船員を船内隔離した上で、LNG

バース（民間岸壁）への寄港を予定通り行いたいと要望が

あった。当該船員も含めクルーに症状はなし。 2日間 無 無 無線 未実施

・民間岸壁の管理者、港湾管理者とも通常通りの対応で了解。

・入管からは当該船員のみ上陸禁止との指示。

・検疫所からは、以下の留意事項を指示。

　1当該船員は部屋から出さないこと。

　2その他クルーもお互いの接触を避けること。

　3作業員は、マスク、手袋着用のこと（防護服は必要ない）。

・船舶代理店からは、他のクルーも上陸自粛との連絡あり（通常は上陸）。

・寄港中においても症状は発症せず、当初の予

定取り荷役を行い、出港。

2 PCC船 外航

・A港を目的地とする船舶の船員1名が咳の症状を訴え、医療

機関を受診したいとの要望があった。

・A港は無線検疫港であり着岸検疫が出来ないことからB港に

て検疫を実施することとなったが、B港では荷役がないために

着岸が出来ないことから、B港内の錨地で検疫を行いたいとの

情報提供があったもの。

・B港を管轄する検疫所は、コロナ流行国ではないC国を14日

以上前に出港している船舶であり、感染の疑いはほとんどな

いと判断したが、医療機関受診することから念のため、着岸

検疫にて船員の状態を確認することとなった。

3日間 有（1名） 無 無線 未実施

・A港は無線検疫港であるためB港で臨船検疫を実施したいとなったもの。

・B港を管轄する検疫所では錨地検疫の際には民間通船会社を利用しているが、今回通船会

社より検疫官の錨地への送迎を拒否されたことより、錨地検疫が困難な状況となった。

・当該船員の咳は1ヶ月以上前から続いているものであり、症状から判断してコロナ感染の疑

いが低いこと、今回は医療機関受診希望を取りやめたことから、無線検疫を実施。

・検疫後、B港には着岸せずそのままA港に向かって出港。当該船員は船室に隔離し、荷役の

際に関係者等と接触が無いように指示。

3 コンテナ船 外航

・A国を出港後、船長に発熱・下痢等の症状があり、コロナ感

染が疑われた。

・船舶側は、船長の下船と医療機関受診、着岸検疫を希望し

た。しかし、港湾管理者は、検疫業務等で長期間岸壁を占用

される可能性を恐れ錨地検疫を希望した。

1日間 有（1名） 有
臨船

（錨地）

実施

（陰性）

・検疫所は着岸検疫を希望したが、他の船員の感染状況も考慮すると最悪の場合出港できな

くなり、長期にわたり接岸したままになることも想定されることから、港湾管理者は錨地で

検疫することを要請。

・これを受け、検疫所は海上保安部の協力により錨地で臨船検疫を実施。

・船長にPCR検査を実施し、陰性であったため検疫終了。翌日当該船舶は着岸し、代理店が

病人を医療機関へ搬送した。

・検疫所は船舶までの通船確保ができないこ

と、船長が病人であり今後当該船舶の運航が出

来なくなるリスクがあることから、着岸した上

での検疫を希望したが、港湾管理者としては長

期に岸壁を占用される事態は避けたいため錨地

での検疫を要請し、今後も同様の場合は原則錨

地で検疫することを要請した。

4 バルク船 外航

・船員にコロナ感染の疑いがあり、港運業者が荷役を行わな

いこととしたため、施設所有者は関係機関において取り扱い

が決定されるまで着岸を見合わせるよう船舶側へ通知。 4日間 有（1名） 有 未実施 未実施

・検疫出張所が下船希望に対する対応ができないことから下船は行わないこととした。

・船員の症状を診断するため医師がリモート診断（船員保険により自ら実施。その後、症状

の改善が見られた）。

・船舶は、製品の荷積みを断念し、今後の方針（船員の症状を踏まえて）が決まるまで沖に

停泊後、A国へ出港（その後発症した情報なし）。

・荷積みできなかった貨物は、別途貨物船にて

輸送を実施。

5 貨物船 外航

・A港に入港し錨泊している船舶の船員に発熱及び咳症状があ

り、当該船舶の医師が「コロナ感染の疑いがある」と判断

し，検疫所へ検査を要請したもの

1日間 有（1名） 有 無線
実施

（陰性）

【入港3日前】11時頃、検疫所にて無線検疫を実施し、異常なしのため入港を許可，当該船

舶は湾内に錨泊していた。14時頃、船員（外国籍）に発熱及び咳症状が出た。16時頃、当該

船舶の医師が「コロナ感染の疑いがある」と判断し，検疫所へ検査を要請。

【入港2日前】10時頃、海上保安部の巡視艇にて，検疫官が当該船舶へ乗船しPCR検査の簡

易キットにて検体を採取し、検査実施。20時過ぎ、陰性であることが判明した。

【1日目】9:15入港し、同日16:40出港。

・検査結果による対応は、当初下記のとおり実

施予定であった。

1検査結果が陽性の場合

検疫所は入港を許可しない。

患者については，容体が軽症の場合は，当該船

舶にて14日間の停留。

重症化した場合は未定。

2検査結果が陰性の場合

検疫所は入港を許可。

6 コンテナ船 外航

・A国を出港し、翌日に着岸予定の船舶内に咳が酷い船員がい

ることが判明し、船舶側は、着岸検疫を希望した。

・しかし、B市は、検疫業務等で長期間岸壁を占有される可能

性を恐れ錨地検疫を希望した。

3日間 有（1名） 有
臨船

（錨地）
未実施

・錨地検疫を実施するため検疫官が船舶まで行くための通船確保が課題であったが、往路が

用船契約の民間船、復路が海上保安部で行う方針となった。

・検疫官（医師）は、症状からしてコロナに感染している可能性は低いと見立てていた。

・乗船した検疫官の面談結果で、コロナに感染していないと判断されたため、予定岸壁に着

岸後、当該船員の下船の上、救急車にて病院に移動させ、通常の荷役を行った。

※検疫官の診断結果で感染が疑われる場合に備え以下の想定をしていた。

・PCR検査結果が陽性の場合は、停留が長期間に及ぶかもしれないため、停留場所として錨

地内又は利用頻度の低い岸壁等へ着岸することも関係者間で検討。

・検疫所に確認したところ、往路は検疫所が借

り上げた民間船舶で検疫官が船舶へ向かうが、

復路については、PCR検査の結果が陽性の場合

は、民間船舶の感染リスクを避けるため、海上

保安庁の船舶で患者を搬送する対応となってい

た。結果として、感染の疑いがないため海上保

安部の船舶は使用せず、着岸後下船。



番号 船種 内航/外航 概　　要 寄港期間
体調不良者

情報
下船希望 検疫 PCR検査 対応状況 備　　　考

7
クルーズ船

（テクニカル寄港）
外航

・かねて寄港予約があったが、燃料が不足し漂流する恐れが

あること、食糧が不足することから、必要な物資の補給のた

めの寄港要望があった。

2日間 無

無

※着岸後

にあり

無

（検疫済）
なし

・港湾管理者は、人道的観点から以下の条件を付すことにより入港を許可した。

1理由の如何に係らず人の乗下船を一切しないこと

2パイロット（水先人）が船内に乗込む場合は、防護服を着用すること

3国からの技術的な指導に従うこと

4作業は日中のみとすること

5補給･廃油作業員との接触をしないこと

※ 県において岸壁に警備員を配置し24 時間の監視を行う。

・前回着岸時に臨船検査を実施（検査結果は何

の問題もなし）し、その後国外に出ていないた

め、今回の着岸に際しての検疫はなし。

・二人の妊婦を下船させ帰国させたい旨、当該

国大使館から協力の要請があったことから、妊

婦として予期せぬ事態を避けるため、緊急的な

人道上の措置として当該者が下船。

8 LPG船 外航

・A国を出港後、民間企業所有のシーバースへ入港予定であっ

たが船員1名が発熱。その後、37.5度前後の熱と倦怠感があり

船内の自室隔離している旨の連絡を受けた検疫所より、コロ

ナ感染が疑われるため港内錨地において検疫を実施する旨連

絡があった。

3日間
有

（複数名）
無

臨船

（錨地）

実施

（陰性）

【1日目】12:00、船長への聞き取り、有症者への問診・診察・PCR検査を実施。

【2日目】8:23、検疫所よりFAXにて、乗員24名全員が陰性であったことから検疫を終了し仮

検疫済証を発行したとの報告あり。上記報告を受け、「今後の荷役に影響なし」の報告を関

係各所へ伝達。

・寄港中においても症状は発症せず、当初の予

定どおり荷役を行い、出港。

9 バルク船 外航

・A国を出港した船舶がファーストポートであるB港、C港、D

港を経由し、E港に入港した。B港入港時より体調が悪かった

船員1名のほか4名が足や背中の痛みなどの症状を訴え、医療

機関を受診するため下船を希望した。

5日間
有

（複数名）
有

臨船

（着岸）

実施

（陰性）

【1日目】荷下ろしのため入港接岸し荷役を開始。

【2日目】B港で体調不良が確認された船員を含めた5名の船員が医療機関への受診のため下

船要望有。船舶代理店より市の保健所に確認したところ、体調不良を訴えていた5名に対し

て、PCR検査を実施するよう指導されたため、検疫が船内においてPCR検査を実施。検疫所

の方針では、1名でも陽性反応がでた場合は、すべての船員が下船不可。5名の船員が下船し

入院することになった場合、残存船員14名で船舶の運航が可能か検討することも考慮（長期

停留などにより岸壁を長期間占用する恐れがあるため）。夕刻、PCR検査の結果は5人とも陰

性であった。

【4日目】体調不良を訴えて受診を希望していた5名中4名が受診。

【5日目】出港。（なお1名は、体調が回復したため受診しなかった。）

・ファーストポートであるB港入港時、着岸検

疫を行った際、船員1名が体調不良を訴えてい

たため、14日間下船しないよう指示され、仮検

疫証は交付されていた。

10 調査船 内航

・岸壁に着岸中に日本人船員が発熱し、高熱のためA県のコー

ルセンターに相談した結果、PCR検査を実施するため下船し

た。
2日間 有（1名） 有

無

（内航船の

ため）

実施

（陰性）

【1日目】船員が高熱のためA県コールセンターに相談。コールセンターから保健所に対応す

るよう連絡。保健所職員1名が連絡車で船員を迎えに行き、厚生医療センターに搬送、PCR検

査を実施（検査結果が判明するのは、2日目午前）。港湾管理者が他の船員に対して船内に留

まるように要請、感染の可能性があるため市内に出ないように周知徹底。岸壁の南側半分を

バリケードの設置により閉鎖。

【2日目】PCR検査の結果陰性。

11 貨物船 外航

・A沖を航行中、船員20名のうち1名が体調不良（38度台の発

熱）により、PCR検査を実施するため下船した。

2日間 有（1名） 有 無線
実施

（陰性）

【1日目】23:05、船舶総代理店からB管区海上保安本部に118番通報。B管区海上保安本部か

ら海上保安部へ伝達、海上保安部から保健所へ通報。海上保安部巡視船が患者を当該船舶か

らC港に移送。

【2日目】02:42、海上保安部巡視船がC港着岸し、患者を病院へ搬送。検体をD市にてPCR検

査実施。09:30、直轄事務所へC港保安委員会事務局から電話連絡。11:50　地方整備局から

出港地のE県港湾課へ情報提供

・16:00　 PCR検査の結果「陰性」と判明



番号 船種 内航/外航 概　　要 寄港期間
体調不良者

情報
下船希望 検疫 PCR検査 対応状況 備　　　考

12 バルク船 外航

・A国発、B国を経由してC港に入港を予定していた船舶の船

員（機関長）に、痰が絡む症状があり、船舶代理店から検疫

所とD県の港湾事務所が相談を受け、結果、錨地検疫を実施す

ることとなった。

7日間 有（1名） 無
臨船

（錨地）

実施

（陰性）

【入港4日前】当該船舶より船舶代理店へ体調不良者がいる旨の連絡。船舶代理店より検疫所

へ体調不良者に係る連絡（PCR検査の実施を決定）。18:30頃、検疫所からD県港湾事務所へ

1当該船舶を接岸させて移送するか、2洋上での検体採取とするか意見を求める連絡あり。

（C港の船舶受入指針により、入港には水先人が乗船して航行支援を行う必要があるが、

PCR検査の結果が陰性と判明しない限り水先人が乗船出来ないため、検査のための接岸は行

わず、臨検による錨地検疫を決定した。）

【入港1日前】15:00、地方整備局からD県港湾課に対し本件について問い合わせ。15:29、D

県港湾課が港湾事務所からの聞き取り事項を情報提供。17:29、港湾事務所が船舶代理店から

PCR検査スケジュールについて情報提供を受け、港湾課及び直轄事務所に情報提供。18:18、

港湾課から整備局へ上記情報を提供

【1日目】9:40、海上保安署巡視船で検疫官が当該船に乗船。9:46、検査実施。11:20、検査

官下船。18:00、検査結果（陰性）判明。18:27、船舶代理店よりC港湾事務所へ検査結果報

告。18:50、地方整備局より港湾課へ検査結果（陰性）の連絡。18:57、港湾事務所より港湾

課へ検査結果（陰性）の連絡。

【3日目】出入国在留管理局の許可が下り、対象者は市内の医療機関を受診し、逆流性食道炎

の診断を受け、薬を処方された。

【4日目】夕方、出港、E港、Ｆ港に寄港する予定。

12 貨物船 外航

・A港の錨地で売船予定であったが、海保から許可がおりず、

A港岸壁で実施

・売船に伴う乗務員の交代だけであり、旅客の乗船・下船、

貨物の積み込み取り卸しは無し。

・検疫、入管とは、全員のPCR検査、（陰性の場合）公共交

通機関非使用による下記行程での移動について協議済み。な

お、陽性者が出た場合は関係者で対応を協議する。

・売り手

　船員23人+買い手2名乗船中

　船員23名に対して、船内において検疫がPCR検査を実施し

陰性の場合、バス（貸切）で、A港からB空港へ行き、出国予

定

・買い手

　船員　16人

　C空港でPCR検査実施後、C空港からバス（貸切）で、A港

へ移動し、乗船して出港

3日間 無 有
臨船

（着岸）

実施

（陽性）

【1日目】買い手側の交代船員16名がC空港から入国し、PCR検査実施。空港の検疫と入管

が、陽性判明前に、チャーターバスでの移動を許可。出発数時間後に1名が陽性と判明。陽性

者1名の受け入れを、D県が拒否。陽性判明の1名は引き返し、入院。

【2～3日目】複数回の再検査で、陰性判明（詳細は情報なし）。14日間の隔離が必要という

ことで、隔離中らしいが、情報なし。検疫と入管が、15人は濃厚接触者と判断しなかったた

め、岸壁にバスをつけて、船内へ移動させ、船外への移動は制限し、6/12に国外向けへ出港

【2～4日目】上陸許可がおりなかったので、船内待機。また、船舶代理店側も警備員を船の

前に配置した。売り手側は、PCR検査の結果、全員陰性だったため、チャーターバスで移動

し、B空港から出国した。

13 コンテナ船 外航

・検疫所から、A国を出港し2日後入港予定の船舶で感染が疑

われる症状がある船員がいるとの情報共有あり。

・検疫所が錨地にて臨船検疫を実施。同日、PCR検査実施。

結果陰性。

4日間 有（1名） 有
臨船

（錨地）

実施

（陰性）

【3日目】荒天のため、臨船検疫は実施せず。

【4日目】臨船（錨地）検疫実施。同日、PCR検査陰性判明、検疫終了。

【5日目】船舶代理店が病人を医療機関へ搬送。

・臨船（錨地）検疫実施に際しては、往路・復

路共に検疫所契約の通船を使用。

14 貨物船 外航

・A国を出港し、ファーストポートであるB港に停泊中の貨物

船において、船員の交代要員としてC空港から入国した船員

（8名）のうち1名が、空港での検疫時のPCR検査で陽性と

なった。

7日間 無 有 無線
実施

（陽性）

・船員の交代要員として入国した者（8名）に対して、空港検疫でPCR検査を実施、結果は1

名が陽性、その他は7名は陰性。

・陰性の7名は、専用車でB港へ移動、当日午後8時45分頃到着。そのまま貨物船に乗船。

・検疫所からは交代要員に対して、港での船員交代後は下船しないよう、また他の船員と接

触しないよう指導が行われている。

・また、下船予定者は、A国～B港間で14日以上が経過していること、及び、無線検疫にて、

「全員問題なし」と判断し、日本国内での移動制限は無い。

・B港に停泊中の船舶は、予定どおり8名下船（うち7名は交代）して、D港に向けて出港。

・入管、検疫の船員交代に係る特例措置とし

て、陰性者であれば、公共交通機関でなく専用

の車で、どこにも立ち寄ることのない移動を認

めている。

・入港時、当該貨物船の総船員数は20名。8名

下船、7名乗船で出港したが、運航に支障な

し。



番号 船種 内航/外航 概　　要 寄港期間
体調不良者

情報
下船希望 検疫 PCR検査 対応状況 備　　　考

15 RORO船 内航

・A港～B港間を結ぶ航路を運航する船舶の船員のうち2名がA

港で下船しPCR検査を受けた結果、陽性との報告がE県にあ

り。

・翌日船員13名が下船しPCR検査実施した結果、3名が陽性、

10名陰性と判明。

4日間 有（1名） 有

無

（内航船の

ため）

実施

（陽性）

【1日目】9:00、B港到着

【2日目】全船員（13名）PCR検査受診

【3日目】PCR検査の結果、3名が陽性、10名が陰性。船内の消毒作業完了

【4日目】9:00、 全船員を入れ替えし、出港

・PCR検査で陰性であった1名の船員以外、荷

役事業者等との接触は一切ない。

（当該1名も、外でマスクをつけて荷役事業者

と5分程度打合せを行った程度）

16 RORO船 内航

・A港～B港～C港を結ぶ航路を運航する船舶の船員のうち4名

が発熱により3名が自宅待機、1名が船内待機を行う。その後

のPCR検査結果は、4名とも陰性と判明。
4日間

有

（複数名）
有

無

（内航船の

ため）

実施

（陰性）

【1日目】発熱のある船員について、3名が自宅待機、1名を船内待機。

【2日目】B港行きの出港を延期する。その後4名のPCR検査の結果、4名とも陰性と判明。船

内の消毒作業を実施。

【3日目】11:30、B港に向けて出港。

17 貨物船 外航

・50代の甲板長が胸部の痛み（呼吸困難）を訴えている（発

熱・咳なし）、持病ありとの事前情報あり。

・積地出港後、A沖にて待機。5日後にB港入港。

・B港にて当該船員の下船及び補油後にC港に向け出港予定

6日間 有（1名） 有 無線
実施

（陰性）

・検疫所が当該船舶に対し、無線検疫をチェックリストに基づき実施。5日目には既に検疫を

終了したとの報告あり。

・当該船員の行動履歴（寄港地での下船等）及び症状ならびに、その他の船員の健康状態を

確認。

・B港に入港後、本船より下船し検疫所にてPCR検査用の検体を採取。

・陰性判明後、仮検疫済証を交付し検疫終了。

・同乗している船員を含め、感染症に起因する

と思われる症状が見受けられないことから当該

船員は、A沖にて船舶代理店の手配船を通じて

下船予定。

・下船後は、検疫所に来所しPCR検査（検体を

採取）を実施する予定。

・当該船員の意向により、PCR検査後は医療機

関にて受診予定。

・B港にて当該船員の下船及び給油後にC港に

向け出港。

18 コンテナ船 外航

・A港に入港後、B国当局が船員に対しPCR検査を実施したと

ころ、3名が陽性判定となった。なお、3名とも無症状で発熱

なし。

・本船はA港に停泊中であるが、人道的な観点から途中港を抜

港しC港に寄港し、患者3名を下船させて医療機関搬送したい

意向を船社が示した。

6日間
有

（複数名）
有 未実施 未実施

・船会社より厚生労働省へ人道的観点で寄港したい旨相談あり。

・関係省庁との調整を踏まえ、厚生労働省より船会社に対して、同船舶に乗船している外国

人については上陸を拒否することおよび同船舶にも寄港しないよう要請することを回答。

・船社側もこの要請を受け、C港寄港を断念

・その後船社とB国側の協議により感染者はA港で下船後、スケジュールの遅れからD国で日

本向け貨物を卸し、最終目的地E国へ行くこととした。

・本件は、当初対応方針が未定であったため、

仮に寄港した場合の対応を検討するため、水際

防災対策連絡会議コアメンバー会議を開催する

などした。

・なお、今後はコア会議の前に検疫等と会議の

開催是非について検討を行うこととする。

19 コンテナ船 外航
・呼吸器症状がある船員が2名乗船しておりPCR検査を実施予

定である旨検疫所から港湾管理者に情報提供あり。
2日間

有

（複数名）
有

臨船

（錨地）

実施

（陰性）

・通船を使用し、検疫官3名が本船に乗船しPCR検査を実施。2名全員陰性。着岸し、通常通

り荷役を実施。

20 コンテナ船 外航

・A港に着岸したコンテナ船に乗船中の船員1名が、B国からA

港へ向かう途中4日ほど発熱していた（37度前後）。

・現在は平熱に戻っている。

1日間 有（1名） 有
臨船

（着岸）

実施

（陰性）

・11:00、検疫所がに船内にて船員23名全員のPCR検査を実施。

・17:00、全員陰性との連絡有。

・「下船希望有」はPCR検査にて陽性の際には

病院に収容するため。

21 貨物船 外航

・A港へ入港予定の船舶において、前寄港地で下船した船員に

コロナウィルスの感染者が判明し、船員10名が濃厚接触者で

あることから、検疫所より同船を沖合錨泊のうえ唾液PCR検

査を実施する予定との連絡あり。

6日間 無 無
臨船

（錨地）

実施

（陰性）

【1日目】検疫官が当該船舶に臨船し、全船員18名に対し唾液PCR検査を実施

【2日目】PCR検査の結果、全18名の陰性が判明

【4日目】荷役開始

22 コンテナ船 外航

・A国からB国へ向かう船舶の船員が急病（腎臓結石の悪化）

で急遽C港へ入港（錨泊）することとなったため、乗務員の検

体採取しPCR検査を行うこととなった。

2日間 有（1名） 有
臨船

（錨地）

実施

（陰性）

・海上保安署より港湾管理者へ「B国へ向かう船で船員が急患のため明日にC港へ寄港した

い」と連絡が入る。

・船員は、持病の腎臓結石の悪化であり、コロナの症状は報告されていないが、念のため、

PCR検査を実施することとなった。

・検疫官がタグボートで船舶へ向かい、タグボート及び自動車の船員は感染症対策を行った

上で、急病人はコロナ外来のある病院に移送した。

・検査の結果、陽性だった場合の対応は、病院に判断を仰ぐこととなっていたが、翌日19:20

検疫所より陰性の報告有。

・コンテナ船は検疫の許可が出次第、B国へ出港した。

・病院に移送された急病人は、再乗船無し。

23 貨物船 外航

・コロナ感染の疑いのある船員が乗船した船舶が寄港すると

の情報あり。

・また船員が下船を希望したため、船舶着岸の後、検疫官が

乗船しPCR検査を実施との連絡あり。

1日間 有（1名） 有
臨船

（着岸）

実施

（陰性）

【1日目】08:30、検疫官が当該船舶に臨船し、船員1名に対し唾液PCR検査を実施。17:20、

PCR検査の結果、体調不良者（1名）の陰性が判明

【2日目】荷役開始



番号 船種 内航/外航 概　　要 寄港期間
体調不良者

情報
下船希望 検疫 PCR検査 対応状況 備　　　考

24 貨物船 外航

・A国を出港し、ファーストポートであるB港に入港予定の船

舶において、入港予定前日に船員の二等航海士が発熱。

・2日後にPCR検査を実施予定としていたが、波浪の影響によ

り5日後にC港に錨泊する船内で船員全員の検体を採取し、検

疫所でPCR検査を実施。同日全員陰性であることが確認され

た。
2日間 有（1名） 有

臨船

（錨地）

実施

（陰性）

【3日目】PCR検査を実施し22時過ぎ結果判明予定であったが、錨地の波が高く船に着けら

れないため検査を延期。

【4日目】錨地の波が高く船が着けられないため検体採取は早くても5日目以降になる見込み

となった。今後当該発熱者の容態が急変した場合、検疫所と船舶代理店が協議し、ヘリによ

る救急搬送を検討。

【5日目】17:00時点、発熱者を乗せた船舶はC港湾区域内の検疫錨地に停泊中。

【6日目】海上保安部の船舶がC港を出港し、当該船舶で検体採取。乗船後2～3時間で検体を

採取し、C港に帰港。陸路で検疫所に検体を搬送。PCR検査の結果は船員全員（20名）陰性

を確認。※港湾法上は、B港とC港の港湾区域が別となっているが、港則法上はB・C港の1つ

である。

・検疫済証交付手続き後、B港へ着岸、荷役作

業を開始する。

25 タンカー船 内航

・A港を出港し、B港に向け航行中に船員1名が体調不良（倦

怠感、頭痛、関節痛等）を訴え、2日後にC港の病院でPCR検

査を実施、翌日に陽性と判明した。

8日間 有（1名） 有

無

（内航船の

ため）

実施

（陽性）

【1日目】 航行中の当該船舶の船員1名に倦怠感、頭痛、関節痛等の症状が発生。

【2日目】入港予定のB港にバースの空きが無かったため、夕刻に近隣のC港に着岸。

【3日目】午後に体調不良の船員本人がタクシーを手配して、C港の病院を受診。PCR検査を

行うこととなり、検査を受検。その後、当該船舶に戻った。

【4日目】PCR検査の結果が陽性と判明。感染者は保健所が手配した福祉タクシーで病院へ搬

送され、病院に入院することになった。同日に他の全船員10名及び3日目に当該船舶に乗り

込んでいた船会社社員1名のPCR検査が行われ（船内で検体採取。病院に運び、検査）、5日

目に全員陰性であることが確認された。

【6日目】当該船舶は、同日以降の航行予定が未定であること及びC港に別の船舶の利用予定

があり引き続きの接岸が出来ない状況から船会社の判断で、離岸しC港沖で待機することと

なった。（今後の予定は本報告時点でも未定）

26 コンテナ船 外航

・熱はないがのどの痛みと息苦しい症状がある船員1名乗船し

ておりPCR検査を実施予定である旨検疫所から情報提供あ

り。 1日間 有（1名） 有
臨船

（錨地）

実施

（陰性）

・12：30頃錨地に入り検疫所と水際・防災対策連絡会議主要メンバーで情報共有（個別に電

話連絡にて）

・12：30頃から傭船を使用し、検疫官が本船に乗船しPCR検査を実施

・17：00頃には結果が判明（陰性）

A港内に着岸し、通常通り荷役を実施。

・個室船室に隔離

・陰性だった場合は次港B港に入り病院へ搬送

（なお、陽性だった場合は検疫所指定病院へ搬

送する予定であった）

27 コンテナ船 外航

・前港で、コンテナ船の船員1名についてコロナの感染疑いが

あったため、錨地検疫を実施したところ、PCR検査陰性との

結果。

・前港で検疫は終了しているため、検疫所から仮検疫済証は

交付済み。

・その後、当該船は翌日にA港に入港、着岸。当該船員は下船

し、病院に搬送。念のため、病院でPCRの再検査を実施した

ところ、同日陽性と判明。

16日間 有（1名） 有
実施

（陽性）

【1日目】夕方、港湾管理者に船員陽性の連絡あり（当該船員は船内待機）。Bバースに後続

船が入るため、当該船をCバース（利用休止中）へ移動させる方向で関係者と調整開始。

【2日目】11:00、陽性の船員を病院へ搬送。13:00、当該船をBバースからCバースへ移動

（水先はリモート誘導）

【4日目】保健所が他の船員（18名）を濃厚接触者と判断したことから、船内にて船員18名

のPCR検査（1）実施

【6日目】PCR検査（1）の結果、船員18名中2名が陽性、16名が陰性との結果。陽性者2名に

ついては、保健所が搬送先の病院を調整。陰性となった16名についても保健所より14日間の

船内での待機・経過観察が必要との連絡。

【7日目】陽性の船員2名を病院へ搬送。陰性の船員16名に対し、再度PCR検査（2）を実

施。

【8日目】PCR再検査（2）の結果、1名（船長）が陽性、15名が陰性との結果。陽性者（船

長）を病院へ搬送。

【11日目】交代船員1名乗船

【13日目】これまで陰性だった船員15名と交代船員1名、計16名について再度PCR検査（3）

を実施。

【14日目】PCR再検査（3）の結果、16名全員陰性との結果。交代船長、乗船（空港でPCR

検査を実施し陰性が確定）

【15日目】午後　船内消毒実施

【16日目】朝　CバースからBバースへ移動。輸出コンテナを降ろし、同日夕方（16:27）、

次港に向けて出港

・1日目時点で当該船のBバースでの荷役は終了

している

・船員19名のうち、陽性者4名（うち1名は船

長）



番号 船種 内航/外航 概　　要 寄港期間
体調不良者

情報
下船希望 検疫 PCR検査 対応状況 備　　　考

28 海底ケーブル敷設船 外航

・検疫所よりA国から来た船舶の船員（39名中10名）に発熱

及び嘔吐、下痢の症状があるため当該船員（10名）のPCR検

査を実施する旨情報共有された。
1日間

有

（複数名）

無

※着岸後

にあり

臨船

（錨地）

実施

（陰性）

【1日目】17：30過ぎ、B港内錨地入り。検疫所より保安委員会主要メンバーに情報共有

【3日目】09：30頃、傭船を使用し、検疫官が本船に乗船しPCR検査を実施。17：00過ぎ、

検疫所より船員全員陰性であることを情報共有

【4日目】プライベートバースに着岸

・船内にて隔離。

・本船は最低10名で運航可能。

・陽性だった場合もプライベートバースに着岸

し、船員の交代を待つ予定としていた（船舶代

理店確認）。

29 貨物船 外航

・A港から出港にあたり、乗務員（24名）がPCR検査を受けた

ところ、陽性であることが判明したもの

22日間
有

（複数名）
無 未実施

実施

（陽性）

【1日目】船員（24名）のうちPCR検査の結果1名の陽性が判明、船内で隔離

【4日目】新たに体調不良（2名）発生、翌日PCR検査の結果陽性が判明

【10日目】保健所の指示により残りの船員全員のPCR検査を実施、翌日7名の陽性が判明

（宿泊療養施設が決定次第搬送予定）。船舶を他の荷役に支障の少ない岸壁に移動

【16日目】陽性者7名が保健所の指示する宿泊療養施設に入所、感染した計10名が下船

【22日目】補充の船員9名が乗船、B港に向けて出港

・本船はA港での荷揚げ作業後、売却され船舶

船員が交替になり、新たに空港検疫（陰性）を

受けた船員が乗船した。よって、港での検疫対

象外

30 海洋調査船 外航

・A港に着岸し、2日後（PM3:00）に出港した船舶の船員が、

3日後早朝39℃の熱がありA港へ引き返し。船員は自ら医療機

関へ診察を受け陽性の判定。 5日間 不明 不明 未実施
実施

（陽性）

・発熱がある船員について、医療機関へ診察を受け陽性判定の為、そのまま医療機関にて入

院。

・その他船員（62名）は、船内で待機中。今後、全員PCR検査。

・船舶については、現在　Bふ頭に停泊中、明日以降はCふ頭に移動予定。

・検査の結果船員全員の陰性が判明。

31 タンカー船 内航

・A港に入港していた船舶の船員（3名）が体調不良により

PCR検査受診の結果、陽性と判明し市内ホテルへ搬送。翌日

に1名の体調不良が生じPCR検査受診、後日陽性と判明し市内

ホテルへ搬送。その後に抗原検査を受診した者の陽性が、さ

らに後日PCR検査の結果陽性が判明しそれぞれ市内ホテルへ

搬送。

19日間 有 有

無

（内航船の

ため）

実施

【1日目】港湾管理者に船員3名に陽性の連絡あり。（当該船員は市内ホテルへ搬送、その他

船員は船内待機）（1～3例目）。当該船は荷役に支障のない岸壁に着岸と沖待ちを繰り返し

ながら2週間A港内にて待機

【5日目】PCR検査の結果、1名陽性の船員を市内ホテルへ搬送（4例目）

【8日目】体調不良の船員1名の2回の抗原検査の結果、陽性と判明し市内ホテルへ搬送（5例

目）

【10日目】新たな体調不良の船員1名が抗原検査の結果、陽性と判明し市内ホテルへ搬送（6

例目）。1日目に陽性の船員3名が保健所の判断により10日間の隔離期間を終了、うち2名が

職場復帰。

【12日目】10日目に隔離期間を終了した3名のうち、残り1名も職場復帰。新た体調不良者

（1名）の抗原検査実施、結果は陰性

【13日目】12日目に陰性だった船員1名がPCR検査を実施、陽性と判明し市内ホテルへ搬送

（7例目）

【19日目】船員3名を入れ替えし、陰性5名と復帰者4名の計12名にて陰性証明を取得し、保

健所の了承を得てB港へ出港

32 漁船 内航

・当該船舶に出入りしていた人物（船舶所有会社役員）がコ

ロナ感染の陽性になったため，濃厚接触者に該当する船員の

PCR検査を行う旨保健所から連絡があったもの。

2日間 無 無

無

（内航船の

ため）

実施

（陰性）

・A港に着岸中の漁船（内航、船員24名）の船員全員が、コロナ感染症の濃厚接触者である

ことが判明し、保健所が船に入りPCR検査を実施。

・翌日乗員全員の陰性が確認され本船は、同日A港を出港。

33 コンテナ船 外航

A港を出航し4日後にB港入港の船舶が検疫所に対し、「昨日

から船員1名が発熱。」との連絡を行い、B港の岸壁で着岸検

疫を受けることとなった。

11日間

有

（1名）

陽性者は

11名

無

※着岸後

にあり

臨船

（着岸）

実施

（陽性）

・入港1日前にコンテナ船から「昨日から船員1名が発熱。」との連絡を受けた検疫所は全船

員に対し翌日に臨船（着岸）検疫を実施することとした。

【1日目】船員23名から抗体を採取し、同日夕刻10名の陽性者が判明。

【2日目】着岸バースの移動後、陽性者10名は療養施設に搬送。

【4日目】咳嗽症状等の船員2名にPCR検査実施　1名陽性となり療養施設に搬送。

【5日目】昨日検査した船員以外の11名のPCR検査を実施し、全11名の陰性を確認

【9日目】4日目・5日目に陰性の船員12名にPCR検査実施、全12名の陰性を確認。船員下船

後消毒作業実施。

【11日目】船員の交代、荷役を終え、16：50に次港（C港）へ出港。



番号 船種 内航/外航 概　　要 寄港期間
体調不良者

情報
下船希望 検疫 PCR検査 対応状況 備　　　考

34 ガット船 内航

・A港に着岸して荷物積込した船舶の機関士1名がPCR検査を

受け陽性が判明し入院。濃厚接触者の他船員4名もPCR検査。

・後日、船長・機関士2名が陽性判明。船社が長期係船が出来

ないと判断し、B県保険部局と相談、会社に近いC港に向け出

港。

・D県（港湾担当、保険部）、海上保安部と調整、長期係船で

他の使用者に影響がないことを確認して着岸。陽性者2名は保

健所が搬送。濃厚接触者2名は2週間船内待機。

・船社で船内消毒実施。修理のためE港へ移動。他船入港時は

一時沖泊、仕事のため船社専用バースに向け出港

14日間 有（1名） 不明

無

（内航船の

ため）

実施（3名

陽性）

【1日目】A港に着岸し荷物積込、機関士1名が病院でPCR検査を受け陽性判明・入院。濃厚

接触者である他船員4名もPCR検査。

【3日目】船長、機関士2名の陽性判明。11:00船社が長期係船が出来ないと判断し、B県保険

部局と相談、会社に近い、C港に向け出港。14:30着岸許可についてD県（港湾担当、保健部

局）、海上保安部と調整。15:40長期係船で他の使用者に影響がないことを確認し許可。

16:00着岸。16:45陽性者2名は保健所の搬送車で搬送、他の2名は2週間船内待機。

【10日目】船社（社員2名、船員3名）で船内消毒実施（感染船員の船員室（布団交換）、ブ

リッジ、共有スペース）

【13日目】9:00、修理のためC港からE港へ移動。

【15日目】10:00、他船着岸のためE港岸壁を離岸、一時沖に停泊。その後、仕事のためF港

（船社専用バース）向け出発。※経過観察中の船員が乗船は不明、乗船している場合でも着

岸は経過観察後となる。

保健所に確認

・経過観察は保健所で実施、毎日、電話で容体

確認（2週間）

・消毒を行うのは船社であり、消毒後の検査ま

では行っていない

・保健所は、濃厚接触者と連絡が取れれば、場

所の縛りはない

・船の移動も縛りはなく、船員が船舶へ乗り込

むことも規制できない

・濃厚接触者へは、不要不急の外出や人との接

触を避けるよう要請しているが、強制ではない

・県外へ出る場合は、県外の保健所へ連絡する

35 RORO船 内航

・A港からB港へ銅製品運搬の途中で、船長の体調不良にてC

港へ入港したもので、船長と他の船員10名中3名が陽性となっ

たもの。交替の船員が乗船の上、B港へ向け出港
6日間 有（1名） 有

無

（内航船の

ため）

実施

（陽性）

・体調不良の船長は、医療機関で診察を受け陽性判定の為、翌日より医療機関に入院。

・その他船員10名は、全員船内で保健所による、PCR検査を受け、3名が陽性

・陽性者3名は、市内のホテルで療養（1名無症状、2名は咳・のどの痛み）

・陰性者7名は、船内待機していたが、後日市内のホテルに移動（健康観察）

・船舶については、船内消毒を実施後、交替の船員が乗船し、当初の目的港であるB港に向

け出港

36 貨物船 -（売船）

・A港に停泊中の貨物船が売船により船員24名が下船予定のた

めPCR検査を行ったところ、B国人1名の陽性（無症状）を確

認。他は陰性。 5日間 無 有
臨船

（着岸）

実施

（陽性）

【1日目】船員下船のためPCR検査を実施したところ、1名が陽性となり、療養施設に搬送。

他の船員13名は、翌日にC空港より出国。

【3日目】船内消毒を実施。

【4日目】検疫所が確認を行い、仮検疫済証を交付。

【5日目】D国へ出港。

37 漁船 外航

・海上保安部から港湾管理者にA国籍の船舶（総トン数7,816t

乗員98名）に体調不良者が1名発生したとの情報連絡あり。

・日本への寄港予定はなかったが、医療機関から緊急搬送が

必要との助言がされ、B港沖での海上保安部巡視艇による緊急

搬送を検討したが荒天のため行えず、翌日に当該漁船はB港埠

頭に着岸して、体調不良者をC市内の病院に緊急搬送され、搬

送後、PCR検査を行い、陽性と確認。

・当該漁船は、緊急搬送終了後、外国人漁業者の規制に関す

る法律に基づき出港した。

3日間 有 有 未実施
実施

（陽性）

【2日目】B港D埠頭に着岸した。体調不良者は当該船舶を下船し、保健所によりC市内の病

院へ緊急搬送された。病院到着後に検体を採取しPCR検査を実施。当該漁船は外国人漁業者

の規制に関する法律（4条1-1）に該当しなくなったため出港した。

【3日目】PCR検査の結果、陽性と判明した。

38 貨物船 外航

・A港へ入港予定の船舶（積荷：石炭）は、前寄港地（B国）

で下船した船員にコロナウィルス感染者がいたことから、全

船員22名（C国籍1名、D国籍21名）が濃厚接触者と認定さ

れ、検疫所より同船を沖合錨泊のうえ、船員に対し唾液PCR

検査を実施する予定との連絡あり。

6日間 無

無

※着岸後

にあり

臨船

（錨地）

実施

（陰性）

【1日目】17:00、A港入港（検疫所指定錨地）

【2日目】9:40、 検疫所の検疫官が当該船舶に臨船し、 全船員22名に対し、唾液PCR検査を

実施。17:15、PCR検査の結果、全22名の陰性が判明

【4日目】9:00、A港岸壁着岸（同　荷役開始）

【5日目】船員1名（C国籍）下船（14日間の待機制限と公共交通機関不使用制限中、市内の

ホテルで宿泊隔離）

・荷役終了後、B国へ向けに出港。



番号 船種 内航/外航 概　　要 寄港期間
体調不良者

情報
下船希望 検疫 PCR検査 対応状況 備　　　考

39 貨物船 外航

・A港に着岸予定の貨物船（積荷：石炭）について、左頬が腫

れた船員（1名）がいたことから、代理店を通じて病院で診察

を受けたところ、化膿性粉瘤と診断を受けた。また咳の症状

があったためPCR検査を受けたところ陽性と診断された。

・よって残る全船員18名（全員B国籍）が濃厚接触者と認定さ

れたことから、検疫所において船員全員に対し唾液PCR検査

を実施。結果7名が陽性と判明。

・陽性者（7名）については、C市の療養施設に移送。不足す

る船員8名については、後日補充を行ったのち、運航を再開、

A港に着岸し荷役を開始することとなった。

11日間 有 有
臨船

（錨地）

実施（8名

陽性）

【1日目】A港に錨泊。船員のうち体調不良の1名を周南市内の医療機関へ搬送のうえ実施し

たPCR検査の結果、陽性が判明。

【2日目】検疫所の検疫官が当該船舶に臨船し、 残る全船員18名へ、唾液PCR検査を実施。

PCR検査の結果、7名の陽性が判明（陽性者は全員無症状）

【4日目】船内隔離されていた陽性者について、検疫所の判断によりC市の療養施設へ移送

【6日目】船内の消毒作業を実施

【7日目】検疫官による乗船により検査を行い、仮検疫済証を交付

【8日目】補充の船員8名が到着し乗船

【9日目】D岸壁に着岸

【10日目】荷役を開始

・11日目に出港。

40 貨物船 外航

・A国からB港に入港する貨物船の船員に有症者1名が発生し

したため、B港外錨地において臨船検疫を実施。全員が陰性で

あった。
3日間 有（1名） 無

臨船

（錨地）

実施

（陰性）

【1日目】有症者1名発生。

【2日目】B港外錨地にて臨船検疫を実施。船員全員（20名）に対しPCR検査を実施。全員が

陰性。

【3日目】荷役を開始。

41 ケミカル船 内航

・航行中に体調不良を訴える船員1名があり、A港入港。体調不良の

船員を残し出港したが、新型コロナ陽性との連絡を受け、A港に引

き返す。

・翌々日、濃厚接触者として他の船員5名がPCR検査を受けた結果、

3名が陽性（無症状）と確認、宿泊療養施設に入所。陰性の2名も別

のホテルに滞在。

・更に13日後、船は入港時とは全員別の船員5名でB港に向けて出

港。

16日間 有（1名） 有

無

（内航船の

ため）

実施

（陽性）

【1日目】航行中に体調不良を訴える船員1名があり、A港入港。船員は翌日、医療機関を受診。

【2日日】体調不良船員をホテルに残しB港に向け出港したが、医療機関から体調不良船員が新型コロ

ナ陽性の連絡を受け、A港に引き返す。

【3日日】A港入港、濃厚接触者として他の船員5名（船員は計6名、全員日本人）がPCR検査を受け、

3名が陽性（無症状）と確認され、宿泊療養施設に入所、その後2名は陰性が確認され、出身地に帰

る。PCR検査で陰性であった2名も別のホテルに滞在。船は別の船員で留守番。係留岸壁は、当面の間

使用予定は無く、他船舶への影響は無い。

【16日目】入港時とは全員別の船員5名でB港に向けて出港。

・14日目に、船舶に白い服を着た人が乗船して

いるとの電話が港湾管理者にあり、船舶代理店

に確認し判明したもの。（船内消毒のため乗船

していた。なお入港時に港湾管理者には新型コ

ロナ感染の連絡はなし。）

42 コンテナ船 外航

・A国で船員21名のうち2名の陽性が判明したため、対象者は

A国にて下船。19名は発熱等の症状も無く、PCR検査の結果陰

性であったため、残りの船員にてA国を出港し、B港錨地に着

錨した。

2日間 有 無
臨船

（錨地）

実施

（陰性）

【2日目】10:55、検体採取（錨地）。13時頃、検査（検査センター）。16時頃、船員全員の

PCR検査結果（陰性）が判明。

　

43 タンカー船 外航

・A国を出港、乗員23名中3名に血中酸素濃度低下の症状が見

られたため海上保安庁の回転翼機にて医療機関に搬送した。

・船舶は計画通りB港への入港を要請したが、桟橋保有企業が

受入に難色を示したため、沖にて航行、停泊を継続。

17日間 有 無
臨船

（錨地）

実施

（陽性）

・船舶に残る20名の乗員のうち、検疫所より6名が濃厚接触者と認定され、船内隔離。

・乗員全員のPCR検査を17日目に実施（全員陰性）。

・船内を消毒し、17日目に仮検疫済証が交付。

・18日目コスモ石油桟橋に着桟。

44
クルーズ船

（テクニカル寄港）
内航

・A港着岸中（乗客なし）に、当初日本人クルー1名に陽性が

確認され、その後濃厚接触者1名も感染が判明し、船社判断に

おいてクルーズを中止。その後、外国人クルー1名も陽性が判

明し隔離等を行った結果、現在は陽性者なし。
30日間 有

有

（日本人

クルー）

無

（内航船の

ため）

実施

（陽性）

【1日目】市内の病院において日本人クルー1名に陽性が判明。陽性者と濃厚接触にあった者

1名にも陽性が判明。その他の者は全員陰性。

【6日目】外国人クルー112名にPCR検査を実施したところ、1名が陽性。

【7～8日目】陽性者に対しPCR検査を2回実施。（陰性）

【9日目】4回目の検査で再び陽性が確認され船内隔離。

【20日目】保健所の手配により市内のホテルへ搬送。

【16日目】保健所より隔離解除の指示を受け乗船、本船のPCR検査の結果、陰性。（念のた

め1週間の船内隔離を行った）

45 クルーズ船 内航
国内クルーズにおいて、陽性者1名が確認された。（乗客：

302名、乗員：425名）
2日間 有（1名） 有

無

（内航船の

ため）

その他

・クルーズ会社において、A港出港前に乗船客全員に追加のPCR 検査を実施し、結果が出航

後の1日目に判明した。

※これまでは乗船者に対して、乗船10日ほど前に唾液を採取し、陰性だった者のみ乗船可と

していたが、昨今の感染状況に鑑み、当該クルーズにおいては、乗客全員の検体を乗船当日

の乗船受付時にも採取し、 2回目のPCR 検査を実施した。

・濃厚接触者は同室の配偶者1名のみ。陽性者及び配偶者は各々個室で隔離。他の乗客及び船

内サービス要員は自室待機。

・クルーズ会社は航行中のクルーズを中止し、航行中A港への帰港を決定。

【2日目の動き】

○11:40 A港に着岸

○12:45 ガイドライン及び下船訓練に従い、陽

性者及び濃厚接触者を下船、自宅へ搬送

○12:55 その他の乗客が下船開始、最寄りの

ターミナル駅へバスで移送

○13:51 全ての乗客が下船を完了

　不測の事態に備え、地整より当該岸壁へ4

名、駅へ2名、港湾管理者へ1名の職員を派遣。



番号 船種 内航/外航 概　　要 寄港期間
体調不良者

情報
下船希望 検疫 PCR検査 対応状況 備　　　考

46 貨物船 外航

・A国からB港に入港する船舶の船員に有熱者1名が発生しし

たため、着岸検疫を実施。陽性者が1名出たため、療養施設に

搬送した。
17日間 有（1名） 有

臨船

（着岸）

実施

（陽性）

【1日目】B港入港、PCR検査の結果、陽性者1名を確認。

【2日目】陽性者1名を検疫所療養施設に搬送。

【4日目】船内待機中の船員全員（13名）に対しPCR検査を実施。全員が陰性。

【14日目】専門業者による船内消毒を実施。

【15日目】検疫所による確認後、「仮検疫済証」を交付予定。船員13名は下船し、新規船員

（来日については未定）と交替する予定。

47 アスファルト船 内航

・B港に入港後、体調不良の船員が市内の病院でPCR検査した

結果陽性が判明した旨代理店から港湾管理事務所へ連絡あ

り。

・保健所より残りの船員7名の船内待機指示。船内のPCR検査

が行われ更に5名の陽性者が判明。

・船舶側の判断によりC港へ移動。

5日間 有 有

無

（内航船の

ため）

実施

（陽性）

【1日目】B港着岸後に船員1名が体調不良のため医療機関を受診し、陽性判定を受け入院し

た旨、船舶代理店に報告あり。以下理由等によりC港に移動。1船主及び船員がC港を管轄す

る県出身で、地元で療養を行いたい意向を持っていた2複数回C港への入港実績があった3B港

内に長期係留できる岸壁がなかった4保安部の確認により運航には問題なかった5C港を所管

する保健所が受入可能であった。

【5日目】C港へ移動。

48 アスファルト船 内航

・A港において体調不良者が医療機関を受診して新型コロナ陽

性で入院、他の船員7名も船内でPCR検査を行い5名陽性。船

舶の判断によりB港に向けて出港。A港を管轄する保健所から

B港を管轄する保健所に事前連絡あり。B港において陽性者は

船内待機、陰性者はホテル宿泊。船側が自主的にPCR検査を

実施し全員陰性を確認し、C港に向け出港。

12日間 有（1名） 有

無

（内航船の

ため）

実施

（陽性）

・A港において体調不良の船員1名が医療機関を受診し新型コロナ陽性で入院。他の船員7名

（全員日本人）も船内でPCR検査を受け5名が陽性。

【1日目】A港では次船の予定があるため、船主、船員がB港を管轄する県出身、過去寄港実

績があるB港に向けて出港。A港を管轄する保健所からB港を管轄する保健所に事前連絡。B

港港湾管理者は、当面岸壁の使用予定がなかったため許可、船外に出ないこと、松山市保健

所の指導に従うよう指示。

【2日目】陰性の2名は保健所の手配で市内のホテルに移動（陸上）し宿泊。

【11日目】船側が自主的にPCR検査を実施し全員の陰性を確認

【12日目】C港に向けて出港

49 貨物船 内航
・係留中の船舶の船長が感染、他の船員4名は検査の結果陰性

であった。
2日間 無 無

無

（内航船の

ため）

実施

（陽性）

【1日目】8:45頃（入港）船長が濃厚接触者に該当するとの事で、保健所が船員全員のPCR検

査を実施。17:20頃　検査の結果、船長は陽性と他の船員4名は陰性の旨、民間企業より直轄

港湾事務所へ連絡。

【2日目】船内消毒、代替船長の手配が行われる。

【3日目】船内消毒完了､新船長手配完了。12:50頃：A港へ向けて出港。

50 オイルタンカー 内航

・本船の船員1名が体調不良で病院へ行き、PCR検査の結果が

陽性と判明した。

・陽性の船員は保健所の指示で病院施設に入院した。

・他の船員9名も保健所で検査の結果、「陰性」が判明した

が、保健所の指示により船内待機した。

2日間 有（1名） 有

無

（内航船の

ため）

実施

（陽性）

【1日目】当該施設が他の船舶の利用のため、本船は、他港へ一時避難（乗降なし）のため移

動。同日、再び岩国港へ入港。11:40　船舶代理店から港湾管理事務所へ船員のコロナ感染者

の発生とおよび他9名の 船内待機の状況を連絡。14:00　港湾管理事務所より把握した情報を

地方整備局及び海上保安署へ情報提供。

【2日目】8：30　港湾管理事務所から地方整備局へ再度PCR検査結果が9名全員「陰性」で

あった旨連絡。引き続き健康観察。

51 作業船 外航

・A港を出港し、B港に入港していた船舶の船員（3名）が乗

船前実施したPCR検査の結果が陽性と判明し、市内の病院へ

入院。翌日に1名の体調不良が生じPCR検査受診、翌々日に陽

性と判明し市内病院へ入院。残り36名の船員は船内で経過観

察中、PCR検査の指示待ち。
未定 有 無 未実施

実施

（陽性）

・全乗員（40名）は出港地のA港でPCR検査を受診

【1日目】17:30　検査機関から保健所宛てに1名陽性の連絡。保健所が船に確認したところ新

たに2名の陽性が判明（検査機関から本人宛てのメールにて判明）。3名は市内の病院に入

院、保健所指導に基づき他の乗員は船内各部屋で待機。港湾利用への影響は無し。

【2日目】残る乗員37名については陰性判明。ただしうち1名が体調不良のため市内の病院に

て再度PCR検査を受診（帰船せず宿泊施設で待機）。他の乗員についても再度PCR検査を実

施する予定（保健所からの指示待ち）。

【3日目】前日の体調不良者については陽性判定（計4名が陽性で全員が市内病院に入院）。

他の船員（36名）は引き続き船内各部屋で待機して経過観察中。

52 貨物船 外航

・A国から来航した船舶 について、出国時72時間以内検査証

明書を所持せず来航しB港において9名の船員が下船であるた

め着岸検疫を実施。

9日間 無 有
臨船

（着岸）

実施

（陰性）
・船員25名について、コロナPCR検査を行った結果、全員陰性が確認された。


